
令和２年版環境白書 

第１章 人と自然との共生の確保 

第３節．森林・農地・漁場の保全と活用 

１．森林・農地・漁場の保全 

 ⑶ 農地保全対策の推進 
 

⑴ 事業目的 

農村地域は、食料の生産・供給の場であるとともに、そこに住む人々の生活の場であり、豊かな自然

や、気候・風土に育まれた独特の農村景観により人々に安らぎを与えてきた場でもあります。 

特に県土の８割以上を占める中山間地域では、生産基盤整備や生活環境整備を一体的・総合的に行う

ことにより、農業農村の活性化を図りながら農地の保全を積極的に展開しています。またその整備に当

たっては、生態系や景観・親水にも配慮し、新たな農村環境を生み出すことなどにより、地域住民の憩

いの場や都市交流の場としても活用できるよう整備しています。 

 

⑵ 取組状況 

① 中山間地域総合整備事業 

過疎、山村振興、離島振興、半島振興、特定農山村の指定を受けた中山間地域で、ほ場整備や農

道、農業用用排水路などの農業生産基盤や、集落道や防災安全施設などの農村生活環境基盤等の整

備を総合的に行い、農村を取り巻く環境保全対策を実施しています。 

令和元年度事業実施地区数 ７地区 

② 中山間ふるさと水と土基金事業（中山間ふるさと・水と土保全対策事業） 

中山間地域等における水路や農道などの土地改良施設や、これと一体的に保全する必要がある

と認められた農地について、多面的機能の良好な発揮と地域住民活動の活性化を図るため、人材の

育成や、土地改良施設の利活用及び保全整備等の促進に対する支援を行います。 

 

 

   

 

 

 

所属名 問い合わせ先 

農村整備課 0852-22-5143 

【担当課】 


